
JP 2010-107075 A 2010.5.13

10

(57)【要約】
【課題】ガスバーナの火力を最小火力状態に急速に絞る
と失火するおそれがある。そのため、従来は最小火力状
態に到達する前に絞り速度を減少させて、ゆっくりとガ
スの供給量を絞るようにしていた。しかし、これでは最
小火力状態まで絞られるのに長時間を要するという不具
合が生じる。一方、ガスバーナの温度が低い場合には失
火しやすいが、温度が高くなるに伴って失火しにくくな
る。
【解決手段】ガスバーナの温度を基に、温度が所定温度
より低い状態では絞り動作を一旦停止させたり減速させ
ることにより失火を防止するようにした。また、所定温
度より低い状態であっても、温度が高いほど減速度合を
小さくしたり一旦停止する時間を短縮させるようにした
。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の火力調節操作にしたがってガスバーナへのガスの供給量をモータによって増減
するガスコンロにおいて、ガスバーナの温度を求める温度検出手段を有し、ガスバーナの
温度が所定の温度より低い状態で火力を最小火力まで絞る操作が行われた場合に、ガスの
絞り量が最小火力状態に到達する前に、絞り速度を減速して減速後の絞り速度で最小火力
状態にし、あるいは一旦停止させた後に最小火力状態まで絞ることを特徴とするガスコン
ロ。
【請求項２】
　上記温度検出手段は、ガスバーナの点火状態の継続時間からガスバーナの温度を推定し
てガスバーナの温度とすることを特徴とする請求項１に記載のガスコンロ。
【請求項３】
　上記温度検出手段は、ガスバーナの温度を推定する際に、上記継続時間に加えて火力の
大小によってガスバーナの温度を推定することを特徴とする請求項２に記載のガスコンロ
。
【請求項４】
　ガスバーナが消火された時点のガスバーナの温度と再点火されるまでの時間とから再点
火された時点でのガスバーナの予熱温度を求め、この予熱温度をガスバーナの温度を推定
する際に加算することを特徴とする請求項２または請求項３に記載のガスコンロ。
【請求項５】
　上記絞り速度を減速し、あるいは一旦停止させる場合に、ガスバーナの温度が低いほど
減速後の絞り速度を遅くし、あるいは一旦停止する時間を長くすることを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれかに記載のガスコンロ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の火力調節操作にしたがってガスバーナへのガスの供給量をモータに
よって段階的に増減するガスコンロに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種のガスコンロとして、例えば、ガスの流量を制御する流量制御部と、流量
制御部を駆動するステッピングモータを用いた駆動部と、駆動部を駆動制御する駆動制御
部とを備えたガスコンロが知られている。
【０００３】
　このようにガスの流量をステッピングモータで制御する場合、最小火力に相当する流量
まで絞る際の絞り速度が速いと、ガスの減少速度に対して燃焼空気の減少速度が追いつか
ないため一時的に空気過多の状態になる。そのため、ガスバーナで失火が発生するという
不具合が生じる。
【０００４】
　そこで、ガスの絞り量が最小火力状態に到達する前にガスの絞り速度を減速させて燃焼
空気の減少速度がガスの減少速度に追従できるように構成されている（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２０００－１７９８３９号公報（請求項２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記構成では、最小火力になるまでにガスの絞り速度が減速されるので、最小火力状態
に絞られるまでに長時間を要し、また、使用者からすれば、火力調節つまみを最小火力状
態に操作し終えても、火力が徐々に絞られてい行くため使用勝手の見地からすれば決して
望ましいものではない。そして、このような絞り速度の減速制御が、火力調節つまみを最
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小火力にする操作が行われるたびに毎回行われるという不具合がある。
【０００６】
　一方、最小火力状態に急速に絞った場合に必ず失火するものではない。ガスバーナの温
度が低温であると燃焼炎の熱がガスバーナの炎口周りに奪われてしまって保炎力が小さく
なるため失火しやすいが、ガスバーナが暖まっていれば保炎力が大きいため、最小火力状
態に急速に絞っても失火する可能性はきわめて低くなる。
【０００７】
　そこで本発明は、上記の問題点に鑑み、最小火力状態に絞った場合に失火する可能性が
ある場合にのみ失火を防止するガスコンロを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明によるガスコンロは、使用者の火力調節操作にしたが
ってガスバーナへのガスの供給量をモータによって増減するガスコンロにおいて、ガスバ
ーナの温度を求める温度検出手段を有し、ガスバーナの温度が所定の温度より低い状態で
火力を最小火力まで絞る操作が行われた場合に、ガスの絞り量が最小火力状態に到達する
前に、絞り速度を減速して減速後の絞り速度で最小火力状態にし、あるいは一旦停止させ
た後に最小火力状態まで絞ることを特徴とする。
【０００９】
　上述のようにガスバーナの温度によってガスバーナの保炎力が相違する。そこで、最小
火力までの絞り操作をした際に、保炎力が小さい状態、すなわちガスバーナの温度が所定
の温度より低い場合には絞り速度を減速し、あるいは最小火力状態に到達する前に一旦絞
り動作を停止させ、ガスバーナに供給されるガスに対し燃焼用空気が過多にならないよう
にした。
【００１０】
　なお、ガスバーナの温度はガスバーナに熱電対等の温度検知センサを取り付け直接検知
することも可能であるが、上記温度検出手段は、ガスバーナの点火状態の継続時間からガ
スバーナの温度を推定してガスバーナの温度とするように構成してもよい。
【００１１】
　なお、火力が大きいほどガスバーナは速く暖まるので、上記温度検出手段は、ガスバー
ナの温度を推定する際に、上記継続時間に加えて火力の大小によってガスバーナの温度を
推定してもよい。
【００１２】
　また、ガスバーナの使用を停止した後、短時間で再びガスバーナに点火するような場合
には、再点火時に既にガスバーナはある程度予熱されている。そこで、ガスバーナが消火
された時点のガスバーナの温度と再点火されるまでの時間とから再点火された時点でのガ
スバーナの予熱温度を求め、この予熱温度をガスバーナの温度を推定する際に加算するこ
とが望ましい。
【００１３】
　さらに、絞り速度を減速する場合や一旦停止する必要性は、ガスバーナの温度が低いほ
ど大きい。そこで、上記絞り速度を減速し、あるいは一旦停止させる場合に、ガスバーナ
の温度が低いほど減速後の絞り速度を遅くし、あるいは一旦停止する時間を長くしてもよ
い。
【発明の効果】
【００１４】
　以上の説明から明らかなように、本発明は、失火の可能性が高い状態、すなわちガスバ
ーナの温度が低い状態では、最小火力状態に絞る操作がされても、一気に最小火力状態に
せず、絞り速度を減速し、あるいは最小火力状態に到達する前に一旦絞り速度をゼロにす
ることにより、失火を防止する。ただし、絞り速度を減速し、あるいは一旦停止させると
使用者による絞り操作と実際の火力とが一致せず、また最小火力状態に到達するまでに余
分な時間を要する。本願は、ガスバーナの温度が高く失火するおそれがほぼ無い状態では
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上記の減速もしくは一旦停止を行わないこととして、不必要な減速や一旦停止を行わない
ようにした。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１を参照して、１は本発明によるガスコンロの一例である。このガスコンロ１には上
面に大、中、小の３つのガスバーナ２１，２２，２３が設けられている。これらの各ガス
バーナ２１，２２，２３の火力は火力調節つまみ１１，１２，１３によって行われる。な
お、このガスコンロ１には上記３つのガスバーナ２１，２２，２３の他にグリル庫１４が
設けられており、グリル庫１４内のガスバーナは火力調節つまみ１５によって行われる。
【００１６】
　上記各火力調節つまみ１１，１２，１３，１５には回転角度を検知するロータリーエン
コーダ等のポテンショメータが取り付けられており、火力調節のための回転操作量を検知
することができるように構成されている。
【００１７】
　図２を参照して、各ガスバーナ２１，２２，２３には元電磁弁３の下流で分岐されたガ
ス供給管３１，３２，３３を介してガスが供給される。各ガス供給管３１，３２，３３に
は各々火力調節ユニット４１，４２，４３が設けられている。これら火力調節ユニット４
１，４２，４３は制御ユニット６によって駆動制御されるステッピングモータ５１，５２
，５３によって駆動される。すなわち、各ステッピングモータ５１，５２，５３によって
ガス供給管３１，３２，３３のガス流量が増減される。
【００１８】
　例えば上記の火力調節つまみ１１を火力調節のため回動操作すると、回動操作量に相当
する検知信号が制御ユニット６に入力される。そして制御ユニット６は回動操作量から目
的とする火力を求め、その火力に相当するガス流量になるようにステッピングモータ５１
を駆動する。すると、火力調節ユニット４１の絞り量が変化してガスバーナ２１に供給さ
れるガス流量が変化する。
【００１９】
　制御ユニット６は各ガスバーナ２１，２２，２３の各々の温度を推定するようにプログ
ラムされている。図３を参照して、火力が９段階に設定されている場合、点火開始からの
火力の変化をモニターし、各火力と時間との積をガスバーナの温度とする。すなわち、図
３に斜線で示す面積がガスバーナの温度になる。ただし、ガスバーナの温度が予め設定さ
れている最大温度Ｔｍａｘに到達するとそれ以上温度が上昇しないものとして、ガスバー
ナの温度はＴｍａｘで一定になると設定しておく。
【００２０】
　また、ガスバーナが加熱され温度が上昇した状態で消火操作がされると、ガスバーナの
温度は下降するが、室温近傍まで冷える前、すなわちガスバーナが予熱されている状態で
再点火された場合には、図４で求められるガスバーナの温度を加算することとした。
【００２１】
　図４では、ガスバーナの冷却速度を直線に近似させている。消火された時点からｔ１経
過するまでは冷却速度は速いが、ｔ１を過ぎると冷却速度が遅くなり、ｔ２の時点でガス
バーナは室温近傍まで冷却されると設定した。
【００２２】
　この図４から、ガスバーナが消火された時点の温度を基準に、ｔ１経過の前後で冷却速
度を緩急させてガスバーナの温度を求め、再点火後のガスバーナの温度を推定する際に予
熱温度を加算することとした。
【００２３】
　以上の構成を基に、図５を用いて本ガスコンロ１の火力調節制御を説明する。たとえば
火力調節つまみ１１が回動操作されると制御ユニット６は上述のように、操作後の火力を
求める。そして、ステッピングモータ５１を駆動させる前に、現時点での火力が３以上か
判断する（Ｓ１）。ガスの供給量が急速に絞られてガスバーナでの失火は、火力３以上の



(5) JP 2010-107075 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

状態から火力１へ移行する場合に発生する。したがって、火力を変化させる前の火力が１
もしくは２であれば失火が生じるおそれはない。そのため、現時点での火力が３よりも小
さい場合には失火のおそれがないので、通常の火力制御、すなわち、火力調節つまみによ
って操作された火力になるように、ステッピングモータを通常の速度で駆動させ、ガスバ
ーナへ供給されるガス量を増減させる（Ｓ８）。
【００２４】
　現時点での火力が３以上であった場合、操作された火力が１でなければ失火のおそれは
生じない。そこで、操作された火力が１以外であれば（Ｓ２）、通常の火力制御を行うこ
ととした（Ｓ８）。
【００２５】
　すなわち、火力３以上の状態から火力１にする操作がされると、ガスバーナが点火して
からの継続時間と設定火力との積から、予め記憶されているテーブルによりガスバーナの
温度を演算する（Ｓ３）。なお、再点火の場合には上述の予熱温度を加算する。ガスバー
ナの温度が所定温度より低い場合には（Ｓ４）、停止時間を演算して（Ｓ５）、火力２の
状態に到達した時点から、Ｓ５で演算された停止時間の間一旦ステッピングモータを停止
させるようにした。一方、ガスバーナの温度が所定温度より高い場合には、通常の火力制
御を行う（Ｓ４，Ｓ８）。　
【００２６】
　なお、ステップ(Ｓ５)で停止時間を演算する際に上述のガスバーナ温度を用いてガスバ
ーナ温度が低いほど停止時間を長く設定し、ガスバーナ温度が高いほど停止時間は短くな
り所定温度の時に停止時間が０になるようにしてもよい。
【００２７】
　そして、このようにガスバーナの温度に応じて演算された停止時間の間、火力２で一旦
停止した後、操作火力になるようにステッピングモータを再度駆動するようにした（Ｓ７
）。
【００２８】
　なお、図５に示したフローでは、火力３以上の状態から火力１に絞る際に、火力２で一
旦絞り操作を停止させたが、火力２から火力１への移行速度をガスバーナ温度が所定温度
より低い場合に減速させるようにし、減速の度合をガスバーナの温度が低いほど大きくす
るように制御してもよい。すなわち、ガスバーナが低温であるほど火力２から火力１へ移
行する絞り速度を低速にして、ガスバーナの温度が上昇するにしたがって、火力２から火
力１への絞り速度を通常の絞り速度に近づけるようにしてもよい。
【００２９】
　また、上記の実施の形態では点火状態の継続時間と火力との積からガスバーナの温度を
推定したが、火力を条件に入れず継続時間のみでガスバーナの温度を推定してもよい。あ
るいは、演算されたガスバーナの温度が所定温度より低いとき停止時間を一律に一定の時
間に設定してもよい。さらに、ガスバーナの温度はガスバーナ近傍に配置した熱電対の起
電力で推定してもよく、あるいは、ガスバーナに接触させて取り付けた温度センサによっ
て検知するようにしてもよい。また、上記実施の形態では、火力を９段階に設置したが、
連続してガスを増減させることにより火力調節するものに本発明を適用してもよい。
【００３０】
　本発明は上記した形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に
おいて種々の変更を加えてもかまわない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施の形態の構成を示す図
【図２】ガスコンロの内部構成を示すブロック図
【図３】ガスバーナの温度の推定手法を示す図
【図４】ガスバーナの冷却速度を示す図
【図５】絞り速度制御を示すフロー図
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【符号の説明】
【００３２】
　１　ガスコンロ
　６　制御ユニット
　２１，２２，２３　ガスバーナ
　４１，４２，４３　火力調節ユニット
　５１，５２，５３　ステッピングモータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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